
【日程例】　〈申請受付期間〉令和８年４月１日～４月１５日　　〈訓練開始日〉令和８年７月２７日

　【STEP１】同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績（認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」）

　→　認定様式第４号「訓練実施機関・施設の概要」の「職業訓練の実績」欄に職業訓練の実績として記載。
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　○認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」

職業訓練の認定を受けようとする職業訓練（以下「申請職業訓練」という。）について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って３年間において、

当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。

Ａ の期間に、実施場所（都道府県）を問わず、今回申請する求職者支援訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練（以下「同程度の訓練」

といいます。）を適切に行った実績があることが必要です。なお、この実績がない場合は申請を行うことができませんのでご留意ください。

※令和６年７月１日以降に開講する訓練コースについては、自社（訓練実施機関）社員以外の外部の者への職業訓練の実績しか認められません（自社（訓練

実施機関）が、自社の社員向けに実施した研修等は、ＯＦＦ－ＪＴであっても職業訓練の実績とすることはできません。）ただし、経過措置として、

令和６年７月１日より前に開講する訓練コースで、当該コースが認定される際に機構支部が認めた実績が Ａ の期間に終了している場合には、

当該コースが認定された都道府県と同一の都道府県で申請する場合に限り、職業訓練の実績として認められること。

同程度の訓練は、認定申請日までに開始しており、 Ａ の期間に終了する訓練科が該当します （訓練開始日が【㋐】より前であっても構いませんが、

実績として使用できるのは、申請する求職者支援訓練の訓練開始日から3年以内の内容と時間数になります。）。

【注意】求職者支援訓練の認定を受けた後に、同程度の訓練の実績として申請した訓練が適切に行われていなかったこと（訓練開始日の前日まで

　に終了せず途中で中止したことなど）が判明した場合には、求職者支援訓練の認定取消しとなる場合があります。

同程度の訓練は、訓練期間及び総訓練時間（企業実習を除く）が今回申請する求職者支援訓練の７割以上であり、訓練内容が職業能力の開発及び

向上に効果的な内容であるとともに、同一の受講者に対して実施されていること（認定基準４、（３）、②、イ「対象とならない教科①」に該当するような

教科が主な内容ではないこと。）が必要です。

なお、基礎コースを申請する場合、同程度の訓練は申請する職業訓練のうち「職業スキル」の訓練期間及び総訓練時間に対して７割以上であれば認められます。

また、短期・短時間特例訓練を過去に認定された訓練期間どおり、実施し、終了した実績がある場合、基礎２カ月コース及び実践２カ月コースの申請について、

当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する職業訓練の７割未満であっても認められます。

また、介護職員養成研修又は技能講習の内容を含む職業訓練を過去に実施した実績がある場合、当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する

職業訓練の７割未満の場合であっても、特例が適用される場合がありますので、機構支部までご相談ください。

同程度の訓練としてオンライン訓練も認められます(通所とオンライン形式で区別せず、全体の訓練期間及び総訓練時間で判断します。)。

（なお、同時双方向型の実施に限ります。）

同一の受講者に対して、複数の職業訓練を一連のものとして一体的に提供したと認められる場合には、当該複数の職業訓練を合算した

訓練期間及び訓練時間を職業訓練の実績として認めることとします。

（例）

＝ 10週（２ヶ月半相当）

＝ ２１０時間

a オペレーター業務研修 b 会計業務研修 c 受付業務研修 a ～ c ＝ 医療事務研修

の訓練期間を合算し、一つの職業訓練の実績として認められる（訓練期間：２ヶ月半、訓練時間：２１０時間）。

【注意】

① 個別の訓練内容が、申請する職業訓練と同一分野に関する内容であると認められる場合に、合算できること。

② 一連のものとして一体的に提供されたとして認められる場合とは、各訓練の間隔が概ね１週間程度近接している場合をいうこと。

（１）～（４）を満たす職業訓練であれば求職者支援訓練のほか、委託訓練、訓練機関が実施した公的職業訓練以外の職業訓練等で

あっても同程度の訓練に該当します（ご不明な場合は、機構支部にご確認ください。）。

【注意】同一分野の求職者支援訓練であっても、（１）～（４）を満たさない場合は同程度の訓練とは認められません。

　【STEP２】選定で使用する就職実績

　→　認定様式第14号に過去１年間に実施した求職者支援訓練の就職状況として記載。

　選定で使用する就職実績の有無により、選定を行う枠が「実績枠」、「新規参入枠」に分かれます（それぞれ選定方法が異なります。）。

次の場合には、その訓練の就職実績等に基づき、実績枠で選定を行います。

申請する求職者支援訓練と同一分野（※）の求職者支援訓練を、今回申請する求職者支援訓練を行おうとする都道府県内（総訓練時間に対する通所割合が20％以

下のeラーニングコースを申請しようとする場合にあっては、全国）で実施したことがあり、その就職率について機構支部から「求職者支援訓練に係る就職率確定通知

書（様式A-10）」により通知されており、雇用保険適用就職率の適用日が、 B の期間（申請受付開始日【㋓】から１年前の日が属する月の初日【㋒】までの間）

に属する訓練科がある場合。（※）同一分野の求職者支援訓練であれば、上記【STEP１】の「同程度の訓練」である必要はありません。

（１）に該当しない場合には、申請する求職者支援訓練の内容等に基づき新規参入枠で選定を行います。

なお、新規参入枠（新規又は新規扱い）であっても、上記【ＳＴＥＰ１】の「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」が必要となります。

【注意】「求職者支援訓練の選定方法」についても併せてご確認ください。

5ヶ月

令和８年７月開講 大阪支部

「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」と「選定で使用する就職実績」について
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【日程例】　〈申請受付期間〉令和８年４月３０日～５月１９日　　〈訓練開始日〉令和８年８月２５日

　【STEP１】同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績（認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」）

　→　認定様式第４号「訓練実施機関・施設の概要」の「職業訓練の実績」欄に職業訓練の実績として記載。
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　○認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」

職業訓練の認定を受けようとする職業訓練（以下「申請職業訓練」という。）について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って３年間において、

当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。

Ａ の期間に、実施場所（都道府県）を問わず、今回申請する求職者支援訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練（以下「同程度の訓練」

といいます。）を適切に行った実績があることが必要です。なお、この実績がない場合は申請を行うことができませんのでご留意ください。

※令和６年７月１日以降に開講する訓練コースについては、自社（訓練実施機関）社員以外の外部の者への職業訓練の実績しか認められません（自社（訓練

実施機関）が、自社の社員向けに実施した研修等は、ＯＦＦ－ＪＴであっても職業訓練の実績とすることはできません。）ただし、経過措置として、

令和６年７月１日より前に開講する訓練コースで、当該コースが認定される際に機構支部が認めた実績が Ａ の期間に終了している場合には、

当該コースが認定された都道府県と同一の都道府県で申請する場合に限り、職業訓練の実績として認められること。

同程度の訓練は、認定申請日までに開始しており、 Ａ の期間に終了する訓練科が該当します （訓練開始日が【㋐】より前であっても構いませんが、

実績として使用できるのは、申請する求職者支援訓練の訓練開始日から3年以内の内容と時間数になります。）。

【注意】求職者支援訓練の認定を受けた後に、同程度の訓練の実績として申請した訓練が適切に行われていなかったこと（訓練開始日の前日まで

　に終了せず途中で中止したことなど）が判明した場合には、求職者支援訓練の認定取消しとなる場合があります。

同程度の訓練は、訓練期間及び総訓練時間（企業実習を除く）が今回申請する求職者支援訓練の７割以上であり、訓練内容が職業能力の開発及び

向上に効果的な内容であるとともに、同一の受講者に対して実施されていること（認定基準４、（３）、②、イ「対象とならない教科①」に該当するような

教科が主な内容ではないこと。）が必要です。

なお、基礎コースを申請する場合、同程度の訓練は申請する職業訓練のうち「職業スキル」の訓練期間及び総訓練時間に対して７割以上であれば認められます。

また、短期・短時間特例訓練を過去に認定された訓練期間どおり、実施し、終了した実績がある場合、基礎２カ月コース及び実践２カ月コースの申請について、

当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する職業訓練の７割未満であっても認められます。

また、介護職員養成研修又は技能講習の内容を含む職業訓練を過去に実施した実績がある場合、当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する

職業訓練の７割未満の場合であっても、特例が適用される場合がありますので、機構支部までご相談ください。

同程度の訓練としてオンライン訓練も認められます(通所とオンライン形式で区別せず、全体の訓練期間及び総訓練時間で判断します。)。

（なお、同時双方向型の実施に限ります。）

同一の受講者に対して、複数の職業訓練を一連のものとして一体的に提供したと認められる場合には、当該複数の職業訓練を合算した

訓練期間及び訓練時間を職業訓練の実績として認めることとします。

（例）

＝ 10週（２ヶ月半相当）

＝ ２１０時間

a オペレーター業務研修 b 会計業務研修 c 受付業務研修 a ～ c ＝ 医療事務研修

の訓練期間を合算し、一つの職業訓練の実績として認められる（訓練期間：２ヶ月半、訓練時間：２１０時間）。

【注意】

① 個別の訓練内容が、申請する職業訓練と同一分野に関する内容であると認められる場合に、合算できること。

② 一連のものとして一体的に提供されたとして認められる場合とは、各訓練の間隔が概ね１週間程度近接している場合をいうこと。

（１）～（４）を満たす職業訓練であれば求職者支援訓練のほか、委託訓練、訓練機関が実施した公的職業訓練以外の職業訓練等で

あっても同程度の訓練に該当します（ご不明な場合は、機構支部にご確認ください。）。

【注意】同一分野の求職者支援訓練であっても、（１）～（４）を満たさない場合は同程度の訓練とは認められません。

　【STEP２】選定で使用する就職実績

　→　認定様式第14号に過去１年間に実施した求職者支援訓練の就職状況として記載。

　選定で使用する就職実績の有無により、選定を行う枠が「実績枠」、「新規参入枠」に分かれます（それぞれ選定方法が異なります。）。

次の場合には、その訓練の就職実績等に基づき、実績枠で選定を行います。

申請する求職者支援訓練と同一分野（※）の求職者支援訓練を、今回申請する求職者支援訓練を行おうとする都道府県内（総訓練時間に対する通所割合が20％以

下のeラーニングコースを申請しようとする場合にあっては、全国）で実施したことがあり、その就職率について機構支部から「求職者支援訓練に係る就職率確定通知

書（様式A-10）」により通知されており、雇用保険適用就職率の適用日が、 B の期間（申請受付開始日【㋓】から１年前の日が属する月の初日【㋒】までの間）

に属する訓練科がある場合。（※）同一分野の求職者支援訓練であれば、上記【STEP１】の「同程度の訓練」である必要はありません。

（１）に該当しない場合には、申請する求職者支援訓練の内容等に基づき新規参入枠で選定を行います。

なお、新規参入枠（新規又は新規扱い）であっても、上記【ＳＴＥＰ１】の「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」が必要となります。

【注意】「求職者支援訓練の選定方法」についても併せてご確認ください。
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「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」と「選定で使用する就職実績」について
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【日程例】　〈申請受付期間〉令和８年６月２日～６月１６日　　〈訓練開始日〉令和８年９月２５日

　【STEP１】同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績（認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」）

　→　認定様式第４号「訓練実施機関・施設の概要」の「職業訓練の実績」欄に職業訓練の実績として記載。

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月
10
月
11
月
12
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月
10
月
11
月
12
月

　○認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」

職業訓練の認定を受けようとする職業訓練（以下「申請職業訓練」という。）について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って３年間において、

当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。

Ａ の期間に、実施場所（都道府県）を問わず、今回申請する求職者支援訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練（以下「同程度の訓練」

といいます。）を適切に行った実績があることが必要です。なお、この実績がない場合は申請を行うことができませんのでご留意ください。

※令和６年７月１日以降に開講する訓練コースについては、自社（訓練実施機関）社員以外の外部の者への職業訓練の実績しか認められません（自社（訓練

実施機関）が、自社の社員向けに実施した研修等は、ＯＦＦ－ＪＴであっても職業訓練の実績とすることはできません。）ただし、経過措置として、

令和６年７月１日より前に開講する訓練コースで、当該コースが認定される際に機構支部が認めた実績が Ａ の期間に終了している場合には、

当該コースが認定された都道府県と同一の都道府県で申請する場合に限り、職業訓練の実績として認められること。

同程度の訓練は、認定申請日までに開始しており、 Ａ の期間に終了する訓練科が該当します （訓練開始日が【㋐】より前であっても構いませんが、

実績として使用できるのは、申請する求職者支援訓練の訓練開始日から3年以内の内容と時間数になります。）。

【注意】求職者支援訓練の認定を受けた後に、同程度の訓練の実績として申請した訓練が適切に行われていなかったこと（訓練開始日の前日まで

　に終了せず途中で中止したことなど）が判明した場合には、求職者支援訓練の認定取消しとなる場合があります。

同程度の訓練は、訓練期間及び総訓練時間（企業実習を除く）が今回申請する求職者支援訓練の７割以上であり、訓練内容が職業能力の開発及び

向上に効果的な内容であるとともに、同一の受講者に対して実施されていること（認定基準４、（３）、②、イ「対象とならない教科①」に該当するような

教科が主な内容ではないこと。）が必要です。

なお、基礎コースを申請する場合、同程度の訓練は申請する職業訓練のうち「職業スキル」の訓練期間及び総訓練時間に対して７割以上であれば認められます。

また、短期・短時間特例訓練を過去に認定された訓練期間どおり、実施し、終了した実績がある場合、基礎２カ月コース及び実践２カ月コースの申請について、

当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する職業訓練の７割未満であっても認められます。

また、介護職員養成研修又は技能講習の内容を含む職業訓練を過去に実施した実績がある場合、当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する

職業訓練の７割未満の場合であっても、特例が適用される場合がありますので、機構支部までご相談ください。

同程度の訓練としてオンライン訓練も認められます(通所とオンライン形式で区別せず、全体の訓練期間及び総訓練時間で判断します。)。

（なお、同時双方向型の実施に限ります。）

同一の受講者に対して、複数の職業訓練を一連のものとして一体的に提供したと認められる場合には、当該複数の職業訓練を合算した

訓練期間及び訓練時間を職業訓練の実績として認めることとします。

（例）

＝ 10週（２ヶ月半相当）

＝ ２１０時間

a オペレーター業務研修 b 会計業務研修 c 受付業務研修 a ～ c ＝ 医療事務研修

の訓練期間を合算し、一つの職業訓練の実績として認められる（訓練期間：２ヶ月半、訓練時間：２１０時間）。

【注意】

① 個別の訓練内容が、申請する職業訓練と同一分野に関する内容であると認められる場合に、合算できること。

② 一連のものとして一体的に提供されたとして認められる場合とは、各訓練の間隔が概ね１週間程度近接している場合をいうこと。

（１）～（４）を満たす職業訓練であれば求職者支援訓練のほか、委託訓練、訓練機関が実施した公的職業訓練以外の職業訓練等で

あっても同程度の訓練に該当します（ご不明な場合は、機構支部にご確認ください。）。

【注意】同一分野の求職者支援訓練であっても、（１）～（４）を満たさない場合は同程度の訓練とは認められません。

　【STEP２】選定で使用する就職実績

　→　認定様式第14号に過去１年間に実施した求職者支援訓練の就職状況として記載。

　選定で使用する就職実績の有無により、選定を行う枠が「実績枠」、「新規参入枠」に分かれます（それぞれ選定方法が異なります。）。

次の場合には、その訓練の就職実績等に基づき、実績枠で選定を行います。

申請する求職者支援訓練と同一分野（※）の求職者支援訓練を、今回申請する求職者支援訓練を行おうとする都道府県内（総訓練時間に対する通所割合が20％以

下のeラーニングコースを申請しようとする場合にあっては、全国）で実施したことがあり、その就職率について機構支部から「求職者支援訓練に係る就職率確定通知

書（様式A-10）」により通知されており、雇用保険適用就職率の適用日が、 B の期間（申請受付開始日【㋓】から１年前の日が属する月の初日【㋒】までの間）

に属する訓練科がある場合。（※）同一分野の求職者支援訓練であれば、上記【STEP１】の「同程度の訓練」である必要はありません。

（１）に該当しない場合には、申請する求職者支援訓練の内容等に基づき新規参入枠で選定を行います。

なお、新規参入枠（新規又は新規扱い）であっても、上記【ＳＴＥＰ１】の「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」が必要となります。

【注意】「求職者支援訓練の選定方法」についても併せてご確認ください。

（１）

（２）

７月 ８月 ９月７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

20H 30H

a-①～c-④

（５）

令和7年 令和8年

１０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

c-③ c-④

20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H

3週 4週

a-① a-② a-③ b-① ｂ-② b-③ c-① c-②

1週 2週 3週 4週 1週 2週4週1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週

5ヶ月

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

令和８年９月開講 大阪支部

「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」と「選定で使用する就職実績」について

令和４年

令和５年
令和６年 令和７年

令和８年

Ａ

（令和５年９月２５日～令和８年９月２４日）

Ｂ

（令和７年６月１日～令和８年６月２日）

㋒令和７年６月１日
申請受付開始日から１年前の

日が属する月の初日

㋓ 令和８年６月２日
申請受付開始日

㋐令和５年９月２５日

㋑から遡って３年前
㋐令和８年９月２５日

訓練開始日



【日程例】　〈申請受付期間〉令和８年６月３０日～７月１４日　　〈訓練開始日〉令和８年１０月２６日

　【STEP１】同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績（認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」）

　→　認定様式第４号「訓練実施機関・施設の概要」の「職業訓練の実績」欄に職業訓練の実績として記載。
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　○認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」

職業訓練の認定を受けようとする職業訓練（以下「申請職業訓練」という。）について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って３年間において、

当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。

Ａ の期間に、実施場所（都道府県）を問わず、今回申請する求職者支援訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練（以下「同程度の訓練」

といいます。）を適切に行った実績があることが必要です。なお、この実績がない場合は申請を行うことができませんのでご留意ください。

※令和６年７月１日以降に開講する訓練コースについては、自社（訓練実施機関）社員以外の外部の者への職業訓練の実績しか認められません（自社（訓練

実施機関）が、自社の社員向けに実施した研修等は、ＯＦＦ－ＪＴであっても職業訓練の実績とすることはできません。）ただし、経過措置として、

令和６年７月１日より前に開講する訓練コースで、当該コースが認定される際に機構支部が認めた実績が Ａ の期間に終了している場合には、

当該コースが認定された都道府県と同一の都道府県で申請する場合に限り、職業訓練の実績として認められること。

同程度の訓練は、認定申請日までに開始しており、 Ａ の期間に終了する訓練科が該当します （訓練開始日が【㋐】より前であっても構いませんが、

実績として使用できるのは、申請する求職者支援訓練の訓練開始日から3年以内の内容と時間数になります。）。

【注意】求職者支援訓練の認定を受けた後に、同程度の訓練の実績として申請した訓練が適切に行われていなかったこと（訓練開始日の前日まで

　に終了せず途中で中止したことなど）が判明した場合には、求職者支援訓練の認定取消しとなる場合があります。

同程度の訓練は、訓練期間及び総訓練時間（企業実習を除く）が今回申請する求職者支援訓練の７割以上であり、訓練内容が職業能力の開発及び

向上に効果的な内容であるとともに、同一の受講者に対して実施されていること（認定基準４、（３）、②、イ「対象とならない教科①」に該当するような

教科が主な内容ではないこと。）が必要です。

なお、基礎コースを申請する場合、同程度の訓練は申請する職業訓練のうち「職業スキル」の訓練期間及び総訓練時間に対して７割以上であれば認められます。

また、短期・短時間特例訓練を過去に認定された訓練期間どおり、実施し、終了した実績がある場合、基礎２カ月コース及び実践２カ月コースの申請について、

当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する職業訓練の７割未満であっても認められます。

また、介護職員養成研修又は技能講習の内容を含む職業訓練を過去に実施した実績がある場合、当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する

職業訓練の７割未満の場合であっても、特例が適用される場合がありますので、機構支部までご相談ください。

同程度の訓練としてオンライン訓練も認められます(通所とオンライン形式で区別せず、全体の訓練期間及び総訓練時間で判断します。)。

（なお、同時双方向型の実施に限ります。）

同一の受講者に対して、複数の職業訓練を一連のものとして一体的に提供したと認められる場合には、当該複数の職業訓練を合算した

訓練期間及び訓練時間を職業訓練の実績として認めることとします。

（例）

＝ 10週（２ヶ月半相当）

＝ ２１０時間

a オペレーター業務研修 b 会計業務研修 c 受付業務研修 a ～ c ＝ 医療事務研修

の訓練期間を合算し、一つの職業訓練の実績として認められる（訓練期間：２ヶ月半、訓練時間：２１０時間）。

【注意】

① 個別の訓練内容が、申請する職業訓練と同一分野に関する内容であると認められる場合に、合算できること。

② 一連のものとして一体的に提供されたとして認められる場合とは、各訓練の間隔が概ね１週間程度近接している場合をいうこと。

（１）～（４）を満たす職業訓練であれば求職者支援訓練のほか、委託訓練、訓練機関が実施した公的職業訓練以外の職業訓練等で

あっても同程度の訓練に該当します（ご不明な場合は、機構支部にご確認ください。）。

【注意】同一分野の求職者支援訓練であっても、（１）～（４）を満たさない場合は同程度の訓練とは認められません。

　【STEP２】選定で使用する就職実績

　→　認定様式第14号に過去１年間に実施した求職者支援訓練の就職状況として記載。

　選定で使用する就職実績の有無により、選定を行う枠が「実績枠」、「新規参入枠」に分かれます（それぞれ選定方法が異なります。）。

次の場合には、その訓練の就職実績等に基づき、実績枠で選定を行います。

申請する求職者支援訓練と同一分野（※）の求職者支援訓練を、今回申請する求職者支援訓練を行おうとする都道府県内（総訓練時間に対する通所割合が20％以

下のeラーニングコースを申請しようとする場合にあっては、全国）で実施したことがあり、その就職率について機構支部から「求職者支援訓練に係る就職率確定通知

書（様式A-10）」により通知されており、雇用保険適用就職率の適用日が、 B の期間（申請受付開始日【㋓】から１年前の日が属する月の初日【㋒】までの間）

に属する訓練科がある場合。（※）同一分野の求職者支援訓練であれば、上記【STEP１】の「同程度の訓練」である必要はありません。

（１）に該当しない場合には、申請する求職者支援訓練の内容等に基づき新規参入枠で選定を行います。

なお、新規参入枠（新規又は新規扱い）であっても、上記【ＳＴＥＰ１】の「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」が必要となります。

【注意】「求職者支援訓練の選定方法」についても併せてご確認ください。

（１）

（２）

７月 ８月 ９月７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

20H 30H

a-①～c-④

（５）

令和7年 令和8年

１０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

c-③ c-④

20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H

3週 4週

a-① a-② a-③ b-① ｂ-② b-③ c-① c-②

1週 2週 3週 4週 1週 2週4週1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週

5ヶ月

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

令和８年１０月開講 大阪支部

「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」と「選定で使用する就職実績」について

令和４年

令和５年
令和６年 令和７年

令和８年

Ａ

（令和５年１０月２６日～令和８年１０月２５日）

Ｂ

（令和７年７月１日～令和８年６月３０日）

㋒令和７年７月１日
申請受付開始日から１年前の

日が属する月の初日

㋓ 令和８年６月３０日
申請受付開始日

㋐令和５年１０月２６日

㋑から遡って３年前
㋐令和８年１０月２６日

訓練開始日



【日程例】　〈申請受付期間〉令和８年７月２９日～８月１３日　　〈訓練開始日〉令和８年１１月２５日

　【STEP１】同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績（認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」）

　→　認定様式第４号「訓練実施機関・施設の概要」の「職業訓練の実績」欄に職業訓練の実績として記載。
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　○認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」

職業訓練の認定を受けようとする職業訓練（以下「申請職業訓練」という。）について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って３年間において、

当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。

Ａ の期間に、実施場所（都道府県）を問わず、今回申請する求職者支援訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練（以下「同程度の訓練」

といいます。）を適切に行った実績があることが必要です。なお、この実績がない場合は申請を行うことができませんのでご留意ください。

※令和６年７月１日以降に開講する訓練コースについては、自社（訓練実施機関）社員以外の外部の者への職業訓練の実績しか認められません（自社（訓練

実施機関）が、自社の社員向けに実施した研修等は、ＯＦＦ－ＪＴであっても職業訓練の実績とすることはできません。）ただし、経過措置として、

令和６年７月１日より前に開講する訓練コースで、当該コースが認定される際に機構支部が認めた実績が Ａ の期間に終了している場合には、

当該コースが認定された都道府県と同一の都道府県で申請する場合に限り、職業訓練の実績として認められること。

同程度の訓練は、認定申請日までに開始しており、 Ａ の期間に終了する訓練科が該当します （訓練開始日が【㋐】より前であっても構いませんが、

実績として使用できるのは、申請する求職者支援訓練の訓練開始日から3年以内の内容と時間数になります。）。

【注意】求職者支援訓練の認定を受けた後に、同程度の訓練の実績として申請した訓練が適切に行われていなかったこと（訓練開始日の前日まで

　に終了せず途中で中止したことなど）が判明した場合には、求職者支援訓練の認定取消しとなる場合があります。

同程度の訓練は、訓練期間及び総訓練時間（企業実習を除く）が今回申請する求職者支援訓練の７割以上であり、訓練内容が職業能力の開発及び

向上に効果的な内容であるとともに、同一の受講者に対して実施されていること（認定基準４、（３）、②、イ「対象とならない教科①」に該当するような

教科が主な内容ではないこと。）が必要です。

なお、基礎コースを申請する場合、同程度の訓練は申請する職業訓練のうち「職業スキル」の訓練期間及び総訓練時間に対して７割以上であれば認められます。

また、短期・短時間特例訓練を過去に認定された訓練期間どおり、実施し、終了した実績がある場合、基礎２カ月コース及び実践２カ月コースの申請について、

当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する職業訓練の７割未満であっても認められます。

また、介護職員養成研修又は技能講習の内容を含む職業訓練を過去に実施した実績がある場合、当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する

職業訓練の７割未満の場合であっても、特例が適用される場合がありますので、機構支部までご相談ください。

同程度の訓練としてオンライン訓練も認められます(通所とオンライン形式で区別せず、全体の訓練期間及び総訓練時間で判断します。)。

（なお、同時双方向型の実施に限ります。）

同一の受講者に対して、複数の職業訓練を一連のものとして一体的に提供したと認められる場合には、当該複数の職業訓練を合算した

訓練期間及び訓練時間を職業訓練の実績として認めることとします。

（例）

＝ 10週（２ヶ月半相当）

＝ ２１０時間

a オペレーター業務研修 b 会計業務研修 c 受付業務研修 a ～ c ＝ 医療事務研修

の訓練期間を合算し、一つの職業訓練の実績として認められる（訓練期間：２ヶ月半、訓練時間：２１０時間）。

【注意】

① 個別の訓練内容が、申請する職業訓練と同一分野に関する内容であると認められる場合に、合算できること。

② 一連のものとして一体的に提供されたとして認められる場合とは、各訓練の間隔が概ね１週間程度近接している場合をいうこと。

（１）～（４）を満たす職業訓練であれば求職者支援訓練のほか、委託訓練、訓練機関が実施した公的職業訓練以外の職業訓練等で

あっても同程度の訓練に該当します（ご不明な場合は、機構支部にご確認ください。）。

【注意】同一分野の求職者支援訓練であっても、（１）～（４）を満たさない場合は同程度の訓練とは認められません。

　【STEP２】選定で使用する就職実績

　→　認定様式第14号に過去１年間に実施した求職者支援訓練の就職状況として記載。

　選定で使用する就職実績の有無により、選定を行う枠が「実績枠」、「新規参入枠」に分かれます（それぞれ選定方法が異なります。）。

次の場合には、その訓練の就職実績等に基づき、実績枠で選定を行います。

申請する求職者支援訓練と同一分野（※）の求職者支援訓練を、今回申請する求職者支援訓練を行おうとする都道府県内（総訓練時間に対する通所割合が20％以

下のeラーニングコースを申請しようとする場合にあっては、全国）で実施したことがあり、その就職率について機構支部から「求職者支援訓練に係る就職率確定通知

書（様式A-10）」により通知されており、雇用保険適用就職率の適用日が、 B の期間（申請受付開始日【㋓】から１年前の日が属する月の初日【㋒】までの間）

に属する訓練科がある場合。（※）同一分野の求職者支援訓練であれば、上記【STEP１】の「同程度の訓練」である必要はありません。

（１）に該当しない場合には、申請する求職者支援訓練の内容等に基づき新規参入枠で選定を行います。

なお、新規参入枠（新規又は新規扱い）であっても、上記【ＳＴＥＰ１】の「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」が必要となります。

【注意】「求職者支援訓練の選定方法」についても併せてご確認ください。

（１）

（２）

７月 ８月 ９月７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

20H 30H

a-①～c-④

（５）

令和7年 令和8年

１０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

c-③ c-④

20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H

3週 4週

a-① a-② a-③ b-① ｂ-② b-③ c-① c-②

1週 2週 3週 4週 1週 2週4週1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週

5ヶ月

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

令和８年１１月開講 大阪支部

「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」と「選定で使用する就職実績」について

令和４年

令和５年
令和６年 令和７年

令和８年

Ａ

（令和５年１１月２５日～令和８年１１月２４日）

Ｂ

（令和７年７月１日～令和８年７月２９日）

㋒令和７年７月１日
申請受付開始日から１年前の

日が属する月の初日

㋓ 令和８年７月２９日
申請受付開始日

㋐令和５年１１月２５日

㋑から遡って３年前
㋐令和８年１１月２５日

訓練開始日



【日程例】　〈申請受付期間〉令和８年８月３１日～９月１４日　　〈訓練開始日〉令和８年１２月２５日

　【STEP１】同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績（認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」）

　→　認定様式第４号「訓練実施機関・施設の概要」の「職業訓練の実績」欄に職業訓練の実績として記載。
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　○認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」

職業訓練の認定を受けようとする職業訓練（以下「申請職業訓練」という。）について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って３年間において、

当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。

Ａ の期間に、実施場所（都道府県）を問わず、今回申請する求職者支援訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練（以下「同程度の訓練」

といいます。）を適切に行った実績があることが必要です。なお、この実績がない場合は申請を行うことができませんのでご留意ください。

※令和６年７月１日以降に開講する訓練コースについては、自社（訓練実施機関）社員以外の外部の者への職業訓練の実績しか認められません（自社（訓練

実施機関）が、自社の社員向けに実施した研修等は、ＯＦＦ－ＪＴであっても職業訓練の実績とすることはできません。）ただし、経過措置として、

令和６年７月１日より前に開講する訓練コースで、当該コースが認定される際に機構支部が認めた実績が Ａ の期間に終了している場合には、

当該コースが認定された都道府県と同一の都道府県で申請する場合に限り、職業訓練の実績として認められること。

同程度の訓練は、認定申請日までに開始しており、 Ａ の期間に終了する訓練科が該当します （訓練開始日が【㋐】より前であっても構いませんが、

実績として使用できるのは、申請する求職者支援訓練の訓練開始日から3年以内の内容と時間数になります。）。

【注意】求職者支援訓練の認定を受けた後に、同程度の訓練の実績として申請した訓練が適切に行われていなかったこと（訓練開始日の前日まで

　に終了せず途中で中止したことなど）が判明した場合には、求職者支援訓練の認定取消しとなる場合があります。

同程度の訓練は、訓練期間及び総訓練時間（企業実習を除く）が今回申請する求職者支援訓練の７割以上であり、訓練内容が職業能力の開発及び

向上に効果的な内容であるとともに、同一の受講者に対して実施されていること（認定基準４、（３）、②、イ「対象とならない教科①」に該当するような

教科が主な内容ではないこと。）が必要です。

なお、基礎コースを申請する場合、同程度の訓練は申請する職業訓練のうち「職業スキル」の訓練期間及び総訓練時間に対して７割以上であれば認められます。

また、短期・短時間特例訓練を過去に認定された訓練期間どおり、実施し、終了した実績がある場合、基礎２カ月コース及び実践２カ月コースの申請について、

当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する職業訓練の７割未満であっても認められます。

また、介護職員養成研修又は技能講習の内容を含む職業訓練を過去に実施した実績がある場合、当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する

職業訓練の７割未満の場合であっても、特例が適用される場合がありますので、機構支部までご相談ください。

同程度の訓練としてオンライン訓練も認められます(通所とオンライン形式で区別せず、全体の訓練期間及び総訓練時間で判断します。)。

（なお、同時双方向型の実施に限ります。）

同一の受講者に対して、複数の職業訓練を一連のものとして一体的に提供したと認められる場合には、当該複数の職業訓練を合算した

訓練期間及び訓練時間を職業訓練の実績として認めることとします。

（例）

＝ 10週（２ヶ月半相当）

＝ ２１０時間

a オペレーター業務研修 b 会計業務研修 c 受付業務研修 a ～ c ＝ 医療事務研修

の訓練期間を合算し、一つの職業訓練の実績として認められる（訓練期間：２ヶ月半、訓練時間：２１０時間）。

【注意】

① 個別の訓練内容が、申請する職業訓練と同一分野に関する内容であると認められる場合に、合算できること。

② 一連のものとして一体的に提供されたとして認められる場合とは、各訓練の間隔が概ね１週間程度近接している場合をいうこと。

（１）～（４）を満たす職業訓練であれば求職者支援訓練のほか、委託訓練、訓練機関が実施した公的職業訓練以外の職業訓練等で

あっても同程度の訓練に該当します（ご不明な場合は、機構支部にご確認ください。）。

【注意】同一分野の求職者支援訓練であっても、（１）～（４）を満たさない場合は同程度の訓練とは認められません。

　【STEP２】選定で使用する就職実績

　→　認定様式第14号に過去１年間に実施した求職者支援訓練の就職状況として記載。

　選定で使用する就職実績の有無により、選定を行う枠が「実績枠」、「新規参入枠」に分かれます（それぞれ選定方法が異なります。）。

次の場合には、その訓練の就職実績等に基づき、実績枠で選定を行います。

申請する求職者支援訓練と同一分野（※）の求職者支援訓練を、今回申請する求職者支援訓練を行おうとする都道府県内（総訓練時間に対する通所割合が20％以

下のeラーニングコースを申請しようとする場合にあっては、全国）で実施したことがあり、その就職率について機構支部から「求職者支援訓練に係る就職率確定通知

書（様式A-10）」により通知されており、雇用保険適用就職率の適用日が、 B の期間（申請受付開始日【㋓】から１年前の日が属する月の初日【㋒】までの間）

に属する訓練科がある場合。（※）同一分野の求職者支援訓練であれば、上記【STEP１】の「同程度の訓練」である必要はありません。

（１）に該当しない場合には、申請する求職者支援訓練の内容等に基づき新規参入枠で選定を行います。

なお、新規参入枠（新規又は新規扱い）であっても、上記【ＳＴＥＰ１】の「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」が必要となります。

【注意】「求職者支援訓練の選定方法」についても併せてご確認ください。

（１）

（２）

７月 ８月 ９月７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

20H 30H

a-①～c-④

（５）

令和7年 令和8年

１０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

c-③ c-④

20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H

3週 4週

a-① a-② a-③ b-① ｂ-② b-③ c-① c-②

1週 2週 3週 4週 1週 2週4週1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週

5ヶ月

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

令和８年１２月開講 大阪支部

「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」と「選定で使用する就職実績」について

令和４年

令和５年
令和６年 令和７年

令和８年

Ａ

（令和５年１２月２５日～令和８年１２月２４日）

Ｂ

（令和７年９月１日～令和８年８月３１日）

㋒令和７年９月１日
申請受付開始日から１年前の

日が属する月の初日

㋓ 令和８年８月３１日
申請受付開始日

㋐令和５年１２月２５日

㋑から遡って３年前
㋐令和８年１２月２５日

訓練開始日



【日程例】　〈申請受付期間〉令和８年９月２５日～１０月９日　　〈訓練開始日〉令和９年１月２５日

　【STEP１】同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績（認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」）

　→　認定様式第４号「訓練実施機関・施設の概要」の「職業訓練の実績」欄に職業訓練の実績として記載。
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　○認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」

職業訓練の認定を受けようとする職業訓練（以下「申請職業訓練」という。）について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って３年間において、

当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。

Ａ の期間に、実施場所（都道府県）を問わず、今回申請する求職者支援訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練（以下「同程度の訓練」

といいます。）を適切に行った実績があることが必要です。なお、この実績がない場合は申請を行うことができませんのでご留意ください。

※令和６年７月１日以降に開講する訓練コースについては、自社（訓練実施機関）社員以外の外部の者への職業訓練の実績しか認められません（自社（訓練

実施機関）が、自社の社員向けに実施した研修等は、ＯＦＦ－ＪＴであっても職業訓練の実績とすることはできません。）ただし、経過措置として、

令和６年７月１日より前に開講する訓練コースで、当該コースが認定される際に機構支部が認めた実績が Ａ の期間に終了している場合には、

当該コースが認定された都道府県と同一の都道府県で申請する場合に限り、職業訓練の実績として認められること。

同程度の訓練は、認定申請日までに開始しており、 Ａ の期間に終了する訓練科が該当します （訓練開始日が【㋐】より前であっても構いませんが、

実績として使用できるのは、申請する求職者支援訓練の訓練開始日から3年以内の内容と時間数になります。）。

【注意】求職者支援訓練の認定を受けた後に、同程度の訓練の実績として申請した訓練が適切に行われていなかったこと（訓練開始日の前日まで

　に終了せず途中で中止したことなど）が判明した場合には、求職者支援訓練の認定取消しとなる場合があります。

同程度の訓練は、訓練期間及び総訓練時間（企業実習を除く）が今回申請する求職者支援訓練の７割以上であり、訓練内容が職業能力の開発及び

向上に効果的な内容であるとともに、同一の受講者に対して実施されていること（認定基準４、（３）、②、イ「対象とならない教科①」に該当するような

教科が主な内容ではないこと。）が必要です。

なお、基礎コースを申請する場合、同程度の訓練は申請する職業訓練のうち「職業スキル」の訓練期間及び総訓練時間に対して７割以上であれば認められます。

また、短期・短時間特例訓練を過去に認定された訓練期間どおり、実施し、終了した実績がある場合、基礎２カ月コース及び実践２カ月コースの申請について、

当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する職業訓練の７割未満であっても認められます。

また、介護職員養成研修又は技能講習の内容を含む職業訓練を過去に実施した実績がある場合、当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する

職業訓練の７割未満の場合であっても、特例が適用される場合がありますので、機構支部までご相談ください。

同程度の訓練としてオンライン訓練も認められます(通所とオンライン形式で区別せず、全体の訓練期間及び総訓練時間で判断します。)。

（なお、同時双方向型の実施に限ります。）

同一の受講者に対して、複数の職業訓練を一連のものとして一体的に提供したと認められる場合には、当該複数の職業訓練を合算した

訓練期間及び訓練時間を職業訓練の実績として認めることとします。

（例）

＝ 10週（２ヶ月半相当）

＝ ２１０時間

a オペレーター業務研修 b 会計業務研修 c 受付業務研修 a ～ c ＝ 医療事務研修

の訓練期間を合算し、一つの職業訓練の実績として認められる（訓練期間：２ヶ月半、訓練時間：２１０時間）。

【注意】

① 個別の訓練内容が、申請する職業訓練と同一分野に関する内容であると認められる場合に、合算できること。

② 一連のものとして一体的に提供されたとして認められる場合とは、各訓練の間隔が概ね１週間程度近接している場合をいうこと。

（１）～（４）を満たす職業訓練であれば求職者支援訓練のほか、委託訓練、訓練機関が実施した公的職業訓練以外の職業訓練等で

あっても同程度の訓練に該当します（ご不明な場合は、機構支部にご確認ください。）。

【注意】同一分野の求職者支援訓練であっても、（１）～（４）を満たさない場合は同程度の訓練とは認められません。

　【STEP２】選定で使用する就職実績

　→　認定様式第14号に過去１年間に実施した求職者支援訓練の就職状況として記載。

　選定で使用する就職実績の有無により、選定を行う枠が「実績枠」、「新規参入枠」に分かれます（それぞれ選定方法が異なります。）。

次の場合には、その訓練の就職実績等に基づき、実績枠で選定を行います。

申請する求職者支援訓練と同一分野（※）の求職者支援訓練を、今回申請する求職者支援訓練を行おうとする都道府県内（総訓練時間に対する通所割合が20％以

下のeラーニングコースを申請しようとする場合にあっては、全国）で実施したことがあり、その就職率について機構支部から「求職者支援訓練に係る就職率確定通知

書（様式A-10）」により通知されており、雇用保険適用就職率の適用日が、 B の期間（申請受付開始日【㋓】から１年前の日が属する月の初日【㋒】までの間）

に属する訓練科がある場合。（※）同一分野の求職者支援訓練であれば、上記【STEP１】の「同程度の訓練」である必要はありません。

（１）に該当しない場合には、申請する求職者支援訓練の内容等に基づき新規参入枠で選定を行います。

なお、新規参入枠（新規又は新規扱い）であっても、上記【ＳＴＥＰ１】の「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」が必要となります。

【注意】「求職者支援訓練の選定方法」についても併せてご確認ください。

（１）

（２）

７月 ８月 ９月７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

20H 30H

a-①～c-④

（５）

令和7年 令和8年

１０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

c-③ c-④

20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H

3週 4週

a-① a-② a-③ b-① ｂ-② b-③ c-① c-②

1週 2週 3週 4週 1週 2週4週1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週

5ヶ月

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

令和９年１月開講 大阪支部

「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」と「選定で使用する就職実績」について

令和5年

令和６年
令和７年 令和８年

令和９年

Ａ

（令和６年１月２５日～令和９年１月２４日）

Ｂ

（令和７年９月１日～令和８年９月２５日）

㋒令和７年９月１日
申請受付開始日から１年前の

日が属する月の初日

㋓ 令和８年９月２５日
申請受付開始日

㋐令和６年１月２５日

㋑から遡って３年前

㋐令和９年１月２５日

訓練開始日



【日程例】　〈申請受付期間〉令和８年１０月２７日～１１月１１日　　〈訓練開始日〉令和９年２月２５日

　【STEP１】同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績（認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」）

　→　認定様式第４号「訓練実施機関・施設の概要」の「職業訓練の実績」欄に職業訓練の実績として記載。
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　○認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」

職業訓練の認定を受けようとする職業訓練（以下「申請職業訓練」という。）について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って３年間において、

当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。

Ａ の期間に、実施場所（都道府県）を問わず、今回申請する求職者支援訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練（以下「同程度の訓練」

といいます。）を適切に行った実績があることが必要です。なお、この実績がない場合は申請を行うことができませんのでご留意ください。

※令和６年７月１日以降に開講する訓練コースについては、自社（訓練実施機関）社員以外の外部の者への職業訓練の実績しか認められません（自社（訓練

実施機関）が、自社の社員向けに実施した研修等は、ＯＦＦ－ＪＴであっても職業訓練の実績とすることはできません。）ただし、経過措置として、

令和６年７月１日より前に開講する訓練コースで、当該コースが認定される際に機構支部が認めた実績が Ａ の期間に終了している場合には、

当該コースが認定された都道府県と同一の都道府県で申請する場合に限り、職業訓練の実績として認められること。

同程度の訓練は、認定申請日までに開始しており、 Ａ の期間に終了する訓練科が該当します （訓練開始日が【㋐】より前であっても構いませんが、

実績として使用できるのは、申請する求職者支援訓練の訓練開始日から3年以内の内容と時間数になります。）。

【注意】求職者支援訓練の認定を受けた後に、同程度の訓練の実績として申請した訓練が適切に行われていなかったこと（訓練開始日の前日まで

　に終了せず途中で中止したことなど）が判明した場合には、求職者支援訓練の認定取消しとなる場合があります。

同程度の訓練は、訓練期間及び総訓練時間（企業実習を除く）が今回申請する求職者支援訓練の７割以上であり、訓練内容が職業能力の開発及び

向上に効果的な内容であるとともに、同一の受講者に対して実施されていること（認定基準４、（３）、②、イ「対象とならない教科①」に該当するような

教科が主な内容ではないこと。）が必要です。

なお、基礎コースを申請する場合、同程度の訓練は申請する職業訓練のうち「職業スキル」の訓練期間及び総訓練時間に対して７割以上であれば認められます。

また、短期・短時間特例訓練を過去に認定された訓練期間どおり、実施し、終了した実績がある場合、基礎２カ月コース及び実践２カ月コースの申請について、

当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する職業訓練の７割未満であっても認められます。

また、介護職員養成研修又は技能講習の内容を含む職業訓練を過去に実施した実績がある場合、当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する

職業訓練の７割未満の場合であっても、特例が適用される場合がありますので、機構支部までご相談ください。

同程度の訓練としてオンライン訓練も認められます(通所とオンライン形式で区別せず、全体の訓練期間及び総訓練時間で判断します。)。

（なお、同時双方向型の実施に限ります。）

同一の受講者に対して、複数の職業訓練を一連のものとして一体的に提供したと認められる場合には、当該複数の職業訓練を合算した

訓練期間及び訓練時間を職業訓練の実績として認めることとします。

（例）

＝ 10週（２ヶ月半相当）

＝ ２１０時間

a オペレーター業務研修 b 会計業務研修 c 受付業務研修 a ～ c ＝ 医療事務研修

の訓練期間を合算し、一つの職業訓練の実績として認められる（訓練期間：２ヶ月半、訓練時間：２１０時間）。

【注意】

① 個別の訓練内容が、申請する職業訓練と同一分野に関する内容であると認められる場合に、合算できること。

② 一連のものとして一体的に提供されたとして認められる場合とは、各訓練の間隔が概ね１週間程度近接している場合をいうこと。

（１）～（４）を満たす職業訓練であれば求職者支援訓練のほか、委託訓練、訓練機関が実施した公的職業訓練以外の職業訓練等で

あっても同程度の訓練に該当します（ご不明な場合は、機構支部にご確認ください。）。

【注意】同一分野の求職者支援訓練であっても、（１）～（４）を満たさない場合は同程度の訓練とは認められません。

　【STEP２】選定で使用する就職実績

　→　認定様式第14号に過去１年間に実施した求職者支援訓練の就職状況として記載。

　選定で使用する就職実績の有無により、選定を行う枠が「実績枠」、「新規参入枠」に分かれます（それぞれ選定方法が異なります。）。

次の場合には、その訓練の就職実績等に基づき、実績枠で選定を行います。

申請する求職者支援訓練と同一分野（※）の求職者支援訓練を、今回申請する求職者支援訓練を行おうとする都道府県内（総訓練時間に対する通所割合が20％以

下のeラーニングコースを申請しようとする場合にあっては、全国）で実施したことがあり、その就職率について機構支部から「求職者支援訓練に係る就職率確定通知

書（様式A-10）」により通知されており、雇用保険適用就職率の適用日が、 B の期間（申請受付開始日【㋓】から１年前の日が属する月の初日【㋒】までの間）

に属する訓練科がある場合。（※）同一分野の求職者支援訓練であれば、上記【STEP１】の「同程度の訓練」である必要はありません。

（１）に該当しない場合には、申請する求職者支援訓練の内容等に基づき新規参入枠で選定を行います。

なお、新規参入枠（新規又は新規扱い）であっても、上記【ＳＴＥＰ１】の「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」が必要となります。

【注意】「求職者支援訓練の選定方法」についても併せてご確認ください。

（１）

（２）

７月 ８月 ９月７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

20H 30H

a-①～c-④

（５）

令和7年 令和8年

１０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

c-③ c-④

20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H

3週 4週

a-① a-② a-③ b-① ｂ-② b-③ c-① c-②

1週 2週 3週 4週 1週 2週4週1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週

5ヶ月

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

令和９年２月開講 大阪支部

「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」と「選定で使用する就職実績」について

令和5年

令和６年
令和７年 令和８年

令和９年

Ａ

（令和６年２月２５日～令和９年２月２４日）

Ｂ

（令和７年１０月１日～令和８年１０月２７日）

㋒令和７年１０月１日
申請受付開始日から１年前の

日が属する月の初日

㋓ 令和８年１０月２７日
申請受付開始日

㋐令和６年２月２５日

㋑から遡って３年前

㋐令和９年２月２５日

訓練開始日



【日程例】　〈申請受付期間〉令和８年１１月２５日～１２月９日　　〈訓練開始日〉令和９年３月２５日

　【STEP１】同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績（認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」）

　→　認定様式第４号「訓練実施機関・施設の概要」の「職業訓練の実績」欄に職業訓練の実績として記載。
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　○認定基準４、（１）、①「職業訓練の実績」

職業訓練の認定を受けようとする職業訓練（以下「申請職業訓練」という。）について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って３年間において、

当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。

Ａ の期間に、実施場所（都道府県）を問わず、今回申請する求職者支援訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練（以下「同程度の訓練」

といいます。）を適切に行った実績があることが必要です。なお、この実績がない場合は申請を行うことができませんのでご留意ください。

※令和６年７月１日以降に開講する訓練コースについては、自社（訓練実施機関）社員以外の外部の者への職業訓練の実績しか認められません（自社（訓練

実施機関）が、自社の社員向けに実施した研修等は、ＯＦＦ－ＪＴであっても職業訓練の実績とすることはできません。）ただし、経過措置として、

令和６年７月１日より前に開講する訓練コースで、当該コースが認定される際に機構支部が認めた実績が Ａ の期間に終了している場合には、

当該コースが認定された都道府県と同一の都道府県で申請する場合に限り、職業訓練の実績として認められること。

同程度の訓練は、認定申請日までに開始しており、 Ａ の期間に終了する訓練科が該当します （訓練開始日が【㋐】より前であっても構いませんが、

実績として使用できるのは、申請する求職者支援訓練の訓練開始日から3年以内の内容と時間数になります。）。

【注意】求職者支援訓練の認定を受けた後に、同程度の訓練の実績として申請した訓練が適切に行われていなかったこと（訓練開始日の前日まで

　に終了せず途中で中止したことなど）が判明した場合には、求職者支援訓練の認定取消しとなる場合があります。

同程度の訓練は、訓練期間及び総訓練時間（企業実習を除く）が今回申請する求職者支援訓練の７割以上であり、訓練内容が職業能力の開発及び

向上に効果的な内容であるとともに、同一の受講者に対して実施されていること（認定基準４、（３）、②、イ「対象とならない教科①」に該当するような

教科が主な内容ではないこと。）が必要です。

なお、基礎コースを申請する場合、同程度の訓練は申請する職業訓練のうち「職業スキル」の訓練期間及び総訓練時間に対して７割以上であれば認められます。

また、短期・短時間特例訓練を過去に認定された訓練期間どおり、実施し、終了した実績がある場合、基礎２カ月コース及び実践２カ月コースの申請について、

当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する職業訓練の７割未満であっても認められます。

また、介護職員養成研修又は技能講習の内容を含む職業訓練を過去に実施した実績がある場合、当該実績における訓練期間又は総訓練時間が申請する

職業訓練の７割未満の場合であっても、特例が適用される場合がありますので、機構支部までご相談ください。

同程度の訓練としてオンライン訓練も認められます(通所とオンライン形式で区別せず、全体の訓練期間及び総訓練時間で判断します。)。

（なお、同時双方向型の実施に限ります。）

同一の受講者に対して、複数の職業訓練を一連のものとして一体的に提供したと認められる場合には、当該複数の職業訓練を合算した

訓練期間及び訓練時間を職業訓練の実績として認めることとします。

（例）

＝ 10週（２ヶ月半相当）

＝ ２１０時間

a オペレーター業務研修 b 会計業務研修 c 受付業務研修 a ～ c ＝ 医療事務研修

の訓練期間を合算し、一つの職業訓練の実績として認められる（訓練期間：２ヶ月半、訓練時間：２１０時間）。

【注意】

① 個別の訓練内容が、申請する職業訓練と同一分野に関する内容であると認められる場合に、合算できること。

② 一連のものとして一体的に提供されたとして認められる場合とは、各訓練の間隔が概ね１週間程度近接している場合をいうこと。

（１）～（４）を満たす職業訓練であれば求職者支援訓練のほか、委託訓練、訓練機関が実施した公的職業訓練以外の職業訓練等で

あっても同程度の訓練に該当します（ご不明な場合は、機構支部にご確認ください。）。

【注意】同一分野の求職者支援訓練であっても、（１）～（４）を満たさない場合は同程度の訓練とは認められません。

　【STEP２】選定で使用する就職実績

　→　認定様式第14号に過去１年間に実施した求職者支援訓練の就職状況として記載。

　選定で使用する就職実績の有無により、選定を行う枠が「実績枠」、「新規参入枠」に分かれます（それぞれ選定方法が異なります。）。

次の場合には、その訓練の就職実績等に基づき、実績枠で選定を行います。

申請する求職者支援訓練と同一分野（※）の求職者支援訓練を、今回申請する求職者支援訓練を行おうとする都道府県内（総訓練時間に対する通所割合が20％以

下のeラーニングコースを申請しようとする場合にあっては、全国）で実施したことがあり、その就職率について機構支部から「求職者支援訓練に係る就職率確定通知

書（様式A-10）」により通知されており、雇用保険適用就職率の適用日が、 B の期間（申請受付開始日【㋓】から１年前の日が属する月の初日【㋒】までの間）

に属する訓練科がある場合。（※）同一分野の求職者支援訓練であれば、上記【STEP１】の「同程度の訓練」である必要はありません。

（１）に該当しない場合には、申請する求職者支援訓練の内容等に基づき新規参入枠で選定を行います。

なお、新規参入枠（新規又は新規扱い）であっても、上記【ＳＴＥＰ１】の「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」が必要となります。

【注意】「求職者支援訓練の選定方法」についても併せてご確認ください。

（１）

（２）

７月 ８月 ９月７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

20H 30H

a-①～c-④

（５）

令和7年 令和8年

１０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

c-③ c-④

20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H

3週 4週

a-① a-② a-③ b-① ｂ-② b-③ c-① c-②

1週 2週 3週 4週 1週 2週4週1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週

5ヶ月

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

令和９年３月開講 大阪支部

「同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練の実績」と「選定で使用する就職実績」について

令和5年

令和６年
令和７年 令和８年

令和９年

Ａ

（令和６年３月２５日～令和９年３月２４日）

Ｂ

（令和７年１１月１日～令和８年１１月２５日）

㋒令和７年１１月１日
申請受付開始日から１年前の

日が属する月の初日

㋓ 令和８年１１月２５日
申請受付開始日

㋐令和６年３月２５日

㋑から遡って３年前

㋐令和９年３月２５日

訓練開始日


